
厚生労働省ホームページ：

ＵＲＬ：

事業所名： 作成日：

点検項目 点検事項 点検書類等

同一の建物等 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業
所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」とする。）

□ 該当

１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者 □ あり

初回加算 過去２月の利用実績がない □ 該当 サービス提供記録等

サービス提供責任者による訪問介護の提供又は同行訪問 □ 該当

特別地域加算 厚生労働大臣の定める地域 □ 該当

中山間地域等における小規模
事業所加算 厚生労働大臣の定める地域＋事業者規模要件

　訪　問　介　護：１月あたり延べ訪問回数 200回以下
　第１号訪問事業：１月あたりの平均実利用者数が５人以下

□ 該当

中山間地域等に居住する者へ
のサービス提供加算 厚生労働大臣の定める地域へ通常の実施地域を越えてサービス提供 □ 該当

生活機能向上連携加算(Ⅰ）
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション事業所又は医療
提供施設の理学療法士等が、ICTの活用等により利用者の状況につ
いて把握して助言を行い、助言に基づいてサービス提供責任者が
行った生活機能アセスメント

□ あり

生活機能の向上を目的とした訪問介護計画の作成及び計画に基づく
訪問の実施

□ あり

点検結果

【　注　意　】
・この加算等自己点検シートは「第１号訪問事業」用です。
・「訪問介護」等の介護給付費に関する加算等自己点検シートは厚生労働省ホームページよりダウンロードをお願いします。

「各種加算等自己点検シート」及び「各種加算・減算適用要件等」一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shidou/index.html

加算等自己点検シート（第１号訪問事業費）

（自己点検シート） 第１号訪問事業費（1/5）
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点検項目 点検事項 点検書類等点検結果

生活機能向上連携加算(Ⅱ)
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション事業所又は医療
提供施設の理学療法士等とサービス提供責任者が利用者の居宅を訪
問して行った生活機能アセスメント

□ あり

生活機能の向上を目的とした訪問介護計画の作成及び計画に基づく
訪問の実施

□ あり

初回の訪問介護が行われた日の属する月以降３月間 □ 該当

賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置 □ あり 介護職員処遇改善計画書

改善計画書の作成、周知、届出 □ あり 介護職員処遇改善計画書

賃金改善の実施 □ あり

処遇改善に関する実績の報告 □ あり 実績報告書

前12月間に法令違反し、罰金以上の刑 □ なし

労働保険料の納付 □ 適正に納付

次の（一）、（二）、（三）のいずれにも適合

（一）任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全て
の介護職員に周知

□ あり

（二）資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研修
の機会を確保し、全ての介護職員に周知

□ あり 研修計画書

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （三）経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準
に基づき定期に昇給する仕組みを設け、全ての介護職員に周知

□ あり

処遇改善の内容（賃金改善を除く）及び処遇改善に要した費用を全
ての職員に周知

□ あり

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（自己点検シート） 第１号訪問事業費（2/5）



点検項目 点検事項 点検書類等点検結果

賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置 □ あり 介護職員処遇改善計画書

改善計画書の作成、周知、届出 □ あり 介護職員処遇改善計画書

賃金改善の実施 □ あり

処遇改善に関する実績の報告 □ あり 実績報告書

前12月間に法令違反し、罰金以上の刑 □ なし

労働保険料の納付 □ 適正に納付

次の（一）、（二）のいずれにも適合

（一）任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全て
の介護職員に周知

□ あり

（二）資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研修
の機会を確保し、全ての介護職員に周知

□ あり 研修計画書

処遇改善の内容（賃金改善を除く）及び処遇改善に要した費用を全
ての職員に周知

□ あり

賃金改善に関する計画の策定、計画に基づく措置 □ あり 介護職員処遇改善計画書

改善計画書の作成、周知、届出 □ あり 介護職員処遇改善計画書

賃金改善の実施 □ あり

処遇改善に関する実績の報告 □ あり 実績報告書

前12月間に法令違反し、罰金以上の刑 □ なし

労働保険料の納付 □ 適正に納付

次の（一）、（二）のいずれかに適合

（一）任用の際の職責又は職務内容等の要件を書面で作成し、全て
の介護職員に周知

□ あり

（二）資質の向上の支援に関する計画の策定、研修の実施又は研修
の機会を確保し、全ての介護職員に周知

□ あり 研修計画書

処遇改善の内容（賃金改善を除く）及び処遇改善に要した費用を全
ての職員に周知

□ あり

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（自己点検シート） 第１号訪問事業費（3/5）



点検項目 点検事項 点検書類等点検結果

賃金改善の対象となるグループ（ａ経験・技能のある介護職員、ｂ
他の介護職員、ｃその他の職種）を設定

□ あり
介護職員処遇改善計画書・介護職
員等特定処遇改善計画書

ａ経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善見込額が
月額平均８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万
円以上（困難な場合は合理的な説明を計画書に記載）

□ あり 　　　　〃

ａ経験・技能のある介護職員の平均賃金改善見込額がｂ他の介護職
員の平均賃金改善見込額を上回る

□ あり 　　　　〃

ｂ他の介護職員の平均賃金改善見込額がｃその他の職種の平均賃金
改善見込額の２倍以上

□ あり 　　　　〃

その他の職種の賃金改善後の賃金改善の見込額が年額440万円を上
回らない（上回る場合には当該職員は特定加算による賃金改善の対
象とならない）

□ あり 　　　　〃

計画書上の職場環境等要件における取組について、次に掲げる６区
分ごとに１以上の取組を行っている
・入職促進に向けた取組
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性の向上のための業務改善の取組
・やりがい・働きがいの醸成

□ あり 　　　　〃

処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定 □ あり 　　　　〃

算定する処遇改善加算の区分（（Ⅰ）、（Ⅱ）若しくは（Ⅲ））に
応じた要件を満たす

□ あり 　　　　〃

特定加算に基づく取組の公表（ホームページ等への掲載等）
※Ｒ３は算定要件とされない

□ あり 　　　　〃

特定事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定 □ あり 　　　　〃

特定処遇改善に関する実績の報告 □ あり
介護職員等特定処遇改善実績報告
書

介護職員等特定処遇改善加算
（Ⅰ）

（自己点検シート） 第１号訪問事業費（4/5）



点検項目 点検事項 点検書類等点検結果

賃金改善の対象となるグループ（ａ経験・技能のある介護職員、ｂ
他の介護職員、ｃその他の職種）を設定

□ あり
介護職員処遇改善計画書・介護職
員等特定処遇改善計画書

ａ経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善見込額が
月額平均８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額 440万
円以上（困難な場合は合理的な説明を計画書に記載）

□ あり 　　　　〃

ａ経験・技能のある介護職員の平均賃金改善見込額がｂ他の介護職
員の平均賃金改善見込額を上回る

□ あり 　　　　〃

ｂ他の介護職員の平均賃金改善見込額がｃその他の職種の平均賃金
改善見込額の２倍以上

□ あり 　　　　〃

その他の職種の賃金改善後の賃金改善の見込額が年額440万円を上
回らない（上回る場合には当該職員は特定加算による賃金改善の対
象とならない）

□ あり 　　　　〃

計画書上の職場環境等要件における取組について、次に掲げる６区
分ごとに1以上の取組を行っている
・入職促進に向けた取組
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性の向上のための業務改善の取組
・やりがい・働きがいの醸成

□ あり 　　　　〃

処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを算定 □ あり 　　　　〃

算定する処遇改善加算の区分（（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ））に応じ
た要件を満たす

□ あり 　　　　〃

特定加算に基づく取組の公表（ホームページ等への掲載等）
※Ｒ３は算定要件とされない

□ あり 　　　　〃

特定処遇改善に関する実績の報告 □ あり
介護職員等特定処遇改善実績報告
書

介護職員等特定処遇改善加算
（Ⅱ）

（自己点検シート） 第１号訪問事業費（5/5）


